
I n f o r m a t i o n I n f o r m a t i on

　　

麻
し
ん
風
し
ん
定
期
予
防
接
種

の
対
象
者
に
、
修
学
旅
行
等
で
海

外
に
行
く
高
校
２
年
生
相
当
年
齢

の
方
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　　

旅
行
前
の
接
種
を
希
望
す
る
方

は
、
健
康
対
策
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。な
お
、そ
れ
以
外

の
方
に
つ
い
て
は
高
校
３
年
生
で
の

接
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
追
加
対
象
者

　　

高
校
２
年
生
相
当
世
代

■
対
象
条
件　

修
学
旅
行
や
学
校

行
事
と
し
て
の
研
修
旅
行
等
で
海

外
に
行
く
場
合

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
健
康
対
策
課

　
　

日
ご
ろ
子
育
て
に
忙
し
く
、
ご

自
分
の
健
康
に
目
を
向
け
る
こ
と

の
少
な
い
保
護
者
の
方
に
も
参
加

し
て
い
た
だ
こ
う
と
、託
児
付
き
の

健
診
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

　　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
診
さ
れ
、健

康
管
理
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

■
健
診
内
容

　
　

身
体
計
測
・
尿
検
査
・
血
圧
測

定
・
診
察
・
血
液
検
査
・
歯
科
相
談

■
日
時

　　
８
月
24
日（
水
）９
時
〜
11
時

■
場
所　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

■
対
象

　　

お
子
さ
ん（
生
後
４
カ
月
か
ら
未

就
園
児
）の
い
る
20
歳
以
上
の
方

※
20
〜
39
歳
の
方
は
加
入
保
険
に
関
係
な

く
受
け
ら
れ
ま
す
。40
歳
以
上
の
方
は
国
民

健
康
保
険
加
入
者
が
対
象
で
す
。市
役
所

か
ら
あ
ら
か
じ
め
送
付
さ
れ
る
受
診
券
・
問

診
票
と
健
康
保
険
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

■
費
用　
１
，０
０
０
円（
健
診
料
金
）

■
申
込
み
締
切
り　
８
月
10
日（
水
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
健
康
対
策
課

　
　

被
災
地
の
自
治
体
へ
の
寄
附

金
、
自
治
体
を
通
じ
て
の
被
災
者

へ
の
義
援
金
は
、「
ふ
る
さ
と
寄
附

金
」と
し
て
住
民
税
・
所
得
税
の
控

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
日
本
赤
十

字
社
や
中
央
共
同
募
金
会
等
へ
の

義
援
金
も「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」と

し
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　　

詳
し
く
は
総
務
省
東
日
本
大
震

災
関
連
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　h
ttp
://w
w
w
.so
u
m
u
.g
o
.jp

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　　

大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

方
は
、所
得
税
の
軽
減
・
免
除
が
受

け
ら
れ
、
税
務
署
で
手
続
き
を
行

う
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
ほ
か
、
源

泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
や
還
付
、

廃
車
と
な
っ
た
自
動
車
の
自
動
車

重
量
税
の
還
付
な
ど
の
特
例
が
あ

り
ま
す
。詳
し
く
は
、最
寄
り
の
税

務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　h
ttp
://w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

　　

ま
た
、地
方
税
に
つ
い
て
も
住
民

税
、
固
定
資
産
税
、
自
動
車
税
等

の
特
例
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
住
ま
い
の
都
道
府
県
ま
た
は
市

町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　
　
「
消
費
生
活
相
談
窓
口
」で
は
、

悪
質
商
法
や
契
約
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
、借
金
返
済
に
困
っ
て
い
る
な

ど
の
相
談
を
受
け
付
け
、
問
題
解

決
の
た
め
の
助
言
や
情
報
提
供
、

あ
っ
せ
ん
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　　　　
0
5
7
0
ー
0
6
4
ー
3
7
0

　　

市
役
所
商
工
水
産
課

　　

全
国
で
公
園
遊
具
の
不
具
合
に

よ
る
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
　

住
宅
都
計
課
で
は
、
当
課
の
管

理
す
る
公
園
を
対
象
に
年
２
回
の

点
検
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、子
ど
も

た
ち
の
安
全
を
守
る
た
め
に
も
、公

園
遊
具
な
ど
に
関
し
て
気
づ
い
た

点
が
あ
れ
ば
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
住
宅
都
計
課

　　

20
歳
前
の
障
害
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
、
障
害
福
祉
年
金
か
ら
切

り
替
わ
っ
た
障
害
基
礎
年
金
、
母

子
・
準
母
子
福
祉
年
金
か
ら
切
り

替
わ
っ
た
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
る
方
は
、毎
年
7
月
が「
現
況

届
」の
提
出
日
で
す
。

　
　
「
現
況
届
」と
は
、
引
き
続
き
年

金
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
の
大
切
な
届

け
で
す
。
7
月
初
旬
に
年
金
事
務

所
か
ら
現
況
届
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
の
で
、同
封
の
説
明
書
を
よ
く
お

読
み
の
う
え
必
要
事
項
を
記
入

し
、市
役
所
市
民
保
険
課
国
民
年

金
担
当
窓
口
へ
7
月
29
日
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、「
現
況
届
」が
提
出
さ
れ

な
い
場
合
や
、所
得
の
審
査
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、年
金
の
支
払
い
が

一
時
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
障
害
状
態
が
引
き
続
き
障
害
等
級
に
該

当
す
る
か
、確
認
を
必
要
と
す
る
方
に
は
、

診
断
書
の
用
紙
を
一
緒
に
送
付
し
て
い
ま

す
。医
師
の
診
断
を
受
け
て
い
た
だ
き
、現

況
届
（
障
害
の
状
態
に
よ
っ
て
は
レ
ン
ト
ゲ

ン
フ
ィ
ル
ム
・
心
電
図
）と
一
緒
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　　　
0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

高
知
県
で
は
、
平
成
15
年
度
に

全
国
で
初
め
て
森
林
環
境
税
を
導

入
し
、
森
林
環
境
の
保
全
を
は
じ

め
、
県
民
参
加
に
よ
る
森
づ
く
り

活
動
や
、森
林
環
境
教
育
、シ
カ
被

害
対
策
な
ど
に
同
税
を
活
用
し
て

い
ま
す
。

　　
そ
の
森
林
環
境
税
の
課
税
期
間

が
平
成
24
年
度
末
で
満
了
す
る
こ

と
か
ら
、
県
で
は
今
後
の
森
林
環

境
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、県
民
の

皆
さ
ま
と
と
も
に
考
え
る
座
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
　

座
談
会
で
は
、
地
域
で
活
躍
さ

れ
て
い
る
県
民
の
方
々
に
よ
る
意

見
交
換
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行

い
ま
す
。当
日
は
、一
般
参
加
の
方

も
ご
自
由
に
傍
聴
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
中
央
東
ブ
ロ
ッ
ク（
香
南
市
、香

美
市
、高
知
市
、南
国
市
）

■
内
容

　
【
第
一
部
】
森
林
環
境
税
の
こ
れ

ま
で
の
取
り
組
み
紹
介

　
【
第
二
部
】地
域
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
県
民
の
方
々
と
の
意
見
交
換
会

　
【
第
三
部
】
地
域
で
活
躍
さ
れ
て

い
る
県
民
の
方
々
を
交
え
た
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ

■
日
時　
８
月
５
日（
金
）

　　　　　　
　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

■
場
所　

高
知
県
香
美
農
林
合
同

庁
舎

■
問
い
合
わ
せ　

高
知
県
林
業
振

興
・
環
境
部　

林
業
環
境
政
策
課

木
の
文
化
担
当

　　　　
0
8
8
ー
8
2
1
ー
4
5
8
6

　
　

今
月
号
か
ら
、
広
報
を
音
声

デ
ー
タ
で
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　　

広
報
の
主
な
内
容
を
中
心
に
し

て
お
り
、約
80
分
間
に
ま
と
め
て
い

ま
す
。カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
、C
D
、デ

イ
ジ
ー
対
応
フ
ァ
イ
ル
の
３
種
類
の

中
で
希
望
さ
れ
る
い
ず
れ
か
を
お

届
け
し
ま
す
。
送
料
等
は
か
か
り

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
総
務
課

　
　
７
月
は
、「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」並
び
に「
青
少
年
の
非
行
問

題
に
取
り
組
む
運
動
」の
強
調
月

間
で
す
。

　　
こ
の
運
動
は
、犯
罪
や
非
行
の
な

い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る

全
国
的
な
運
動
で
す
。
地
域
が
一

つ
に
な
っ
て
、「
青
少
年
は
地
域
社

会
か
ら
は
ぐ
く
む
」と
い
う
認
識
を

広
め
、触
れ
合
い
と
対
話
の
あ
る
明

る
い
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ　

第
61
回
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
実
施
委
員
会

　　

市
福
祉
事
務
所

今
ま
で
広
報
は
さ
っ
と
目
を
通
す
だ
け
で
し
た
が
、
３
月
に
退
職
し
て
３
カ
月
が
過
ぎ
、
時
間
的
余
裕
が
で
き
た
の
で
ゆ
っ
く
り
と
隅
々
ま
で
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

相

談

年

金

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
け
て

い
る
方
の
現
況
届
に
つ
い
て　 

健

康

　　

 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り

　　

 

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

　

あ
な
た
の「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」

　

が
被
災
地
支
援
に

麻
し
ん
風
し
ん
定
期
予
防
接
種

森
林
環
境
税
地
域
座
談
会

平成２３年度

国民健康保険

固定資産税

第１期

第２期
の納期限は

８月１日（月）です。
期限内の納付をお願いします。

税

金

環

境

託
児
付
き
健
診

東日本大震災により
香南市へ避難されている皆さまへ

　東日本大震災等により多くの住民の方々が全国各地に避

難されており、避難される前にお住まいの市町村や県では、

避難された方々の所在地等の情報を把握できないことが課

題となっています。

　そこで、国において「全国避難者情報システム」が開始され

ました。これは、東日本大震災等の被災者で香南市へ避難さ

れた方が、ご本人の氏名等の情報を避難先の市役所にご提

供いただくことで、避難される前にお住まいの県や市町村か

らさまざまなお知らせ（見舞金等の給付の通知や、税・保険

料の減免等の通知など）を受け取ることができるものです。

　現在、被災地から香南市へ避難されている皆さまにおかれ

ましては、市民保険課窓口までご連絡いただきますようお願

いいたします。

問い合わせ 　● 高知県市町村振興課 　 　088-823-9313
　　　　　　　　 　　 ● 市役所市民保険課　　　　  57-8506

消
費
生
活
相
談
窓
口

公

園

上記の手順で

登録をする

登録証の再発行

３，５００円

　　美術品もしくは骨董品として価値のある火なわ式鉄砲等の古式鉄砲または

美術品として価値のある刀剣類を登録するために「銃砲刀剣類登録審査会」を

実施しています。次のいずれかに該当する場合は所定の手続きを行ってください。

※本来「登録のない銃砲刀」は所持してはいけないので、相続などで所持した時
　は、警察署または県文化財課へ相談して登録してください

◆日時／毎月第２火曜日 １３：３０～１６：００（１５：３０受付終了）
◆場所／高知県庁西庁舎　３階会議室
◆問い合わせ／県教育委員会文化財課 銃砲刀剣類担当者　　０８８‐８２１‐４７６１

登録証があり、
名義を変更する場合

県へ所有者の

「変更届」を提出

審査会へ現物を持参

し、現物の計測等をし

て県が照会をかける

登録証があった
記憶がある場合

登録履歴
がない

登録履歴
がある

①警察へ「発見届」を提出

②銃砲刀登録審査会で

　　登録する

　　登録代（新規）６，３００円

登録していない場合

公
園
遊
具
の
異
変
に

気
づ
い
た
ら
ご
連
絡
を

審
査
会

そ

の

他

声
の
広
報
を
お
届
け
し
ま
す

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

広告

入居者募集

入居費
(１カ月)

住所：夜須町坪井６７-４（ヤ・シィパーク北へ800m）ＴＥＬ：０８８７-５４-３１１３

●高齢者向け優良賃貸住宅野いちご

●有料老人ホーム野いちご夜須
個　室
３食付

広

報

へ

の

ご

意

見

広
報
は
い
つ
も
楽
し
み
で
見
て
い
ま
す
。
色
々
な
こ
と
が
よ
く
分
か
る
の
で
助
か
っ
て
い
ま
す
。

(12)(13) 広報こうなん ２０１１.７ 広報こうなん ２０１１.７



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


